
   特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求め

る意見書 

 

 文部科学省の学校基本調査によると、直近１０年間で特別支援学校

数約１１％増、その児童・生徒数約１４％増、特別支援学級数１．６

倍、その児童・生徒数２．１倍、通級による指導を受けている児童・

生徒数約２．６倍と、医療的ケア児を含めた特別支援教育を受ける児

童・生徒数は年々増加しており、新たな特別支援教育体制の整備、専

門的な知識や経験を持った教員等の増員は必要不可欠である。 

 また、障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成に向け

て、子供たちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築

が求められており、特別支援教育の更なる拡充が必要である。 

 よって、本市議会は政府及び国会に対し、特別支援学校・学級等へ

の教員等の適切な配置に向けて、下記の事項について財政措置を含め

た特段の措置を講じるよう強く求める。 

記 

１ 障がいのある児童、生徒に対する日常生活動作の介助、発達障が

いの児童、生徒に対する学習活動上のサポート等を行う特別支援教

育支援員の適切な配置への支援を行うこと。 

２ 保護者や関係機関に対する学校の窓口、学校内の関係者や関係機

関との連絡調整及び子供たちのニーズに合った支援を行う特別支

援教育コーディネーターの適切な配置への支援を行うこと。 

３ 看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家の必要

に応じた適切な配置への支援を行うこと。 

４ 各学校の校内全体でインクルーシブ教育を一体的に進めるため

に、担当の教員だけでなく学校長等に対する指導や研修等を実施し、

特別支援学校のセンター的機能強化への支援を行うこと。 

５ ＧＩＧＡスクール構想で整備された端末を特別支援学級・学校等

の授業はもとより、個々の特性やニーズに応じて有効活用するため

の特別支援教育デジタル支援員（仮称）の配置への支援を行うこと。 

６ 現状、特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の保有率が 

８７．２％であることから、特別支援教育の質の向上のため、大学

等での科目の修得促進など、教職員の同免許状取得支援の強化を行

うこと。あわせて、特別免許状についても強力に推進すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和５年８月７日 
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